
 

 

 

 

 

 

 

 

  

第四次 

船橋市子供の読書活動推進計画 

概要版 

子供が読書の楽しさに気づき、 

自ら読書を楽しむことのできる環境づくり 
目的 

基本方針 
１ 読書に親しむ機会の充実 

２ 読書環境の整備 

船橋市教育委員会 

令和８年（2026 年）３月 

計画期間 令和８年度（2026 年度）～令和１２年度（2030 年度） 



第四次船橋市子供の読書活動推進計画の概要 

船橋市の子供たちの現状 

 

 

 

施策体系 

  

船橋市では「子供が読書の楽しさに気づき、自ら読書を楽しむことのできる環境づくり」を
目的として「第四次船橋市子供の読書活動推進計画」を策定しました。 

・図書館 

・公民館 

・子育て支援施設 

・学校 

・保育園 

読み聞かせ、ブックスタート事

業、セカンドブック事業による

読み聞かせのきっかけづくり 

児童・生徒への年間貸出 

冊数の増加 

読書が好きな子の割合の減

少、不読率の上昇、学校段階

が進むにつれて読書離れの

傾向 

読み聞かせや読書の意義に

ついて保護者へのより一層

の啓発が必要 

子供たちに読書の楽しさを知ってもらうために 

成果 課題 



 子供が読書の習慣を身に付けるには、家庭・地域・学校等がそれぞれの役割を自覚

し、社会全体で子供の読書活動を支援することが必要です。関係者が連携・協力を図

りながら、読書機会の提供・充実に努めます。 

 

 

 

 

  

基本方針１ 読書に親しむ機会の提供 

•ブックスタート事業

•セカンドブック事業

•保護者や読み聞かせグループ等への啓発

•保護者や読み聞かせグループ等への啓発（講師派遣）

•児童ホーム・子育て支援センターでの読み聞かせ活動の実施

乳幼児期

•公民館における読書感想文講座の実施

•「朝読書」や「読み聞かせ」等の実施

•読書習慣の形成

•読書意欲を高める取組の実施

•ボランティアとの連携

小学生期・中学生期

•10代の利用者向け事業の実施

•10代のための居場所づくり

中学生期・高校生期

•公民館におけるおはなし会の実施

•講座等を通じた子供が本に触れる機会の提供

•地域ボランティアと協力したおはなし会の実施

その他地域における取組

•特設コーナーの設置

•学校図書館におけるオリエンテーション等の充実

•児童生徒の視点に立った読書活動の推進

•学校との連携事業の実施

•公立保育園職員の絵本に関する技術向上

その他学校等における取組

施策 1 不読率の低減 



 子供が読書の楽しさを知り、読書に親しむために発達段階に応じて、本・施設・設備

や人的環境の整備に努めます。また、子供の読書活動の意義や重要性について身近

な大人たちに理解を深めてもらうために、啓発や広報等、普及啓発の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標とする数値 

項目 対象者 
市目標値 

（令和 12年度） 

読書が好きな子供の割合 

小学生 90％ 

中学生 80% 

高校生 80% 

1か月に読んだ本が 0冊の子供の割合 

小学生 3％ 

中学生 15％ 

高校生 35％ 
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基本方針２ 読書環境の整備 

•障害のある児童生徒への読書環境の整備

•障害のある児童生徒への読書環境の整備（情報提供）

•放課後ルームの図書の購入

•学校図書館資料の充実

施策２ 多様な子供たちの読書機会の確保

•デジタル社会に対応した読書環境の整備

•子どもの視点に立った電子書籍の活用

施策３ デジタル社会に対応した読書環境の整備

•児童ホーム・子育て支援センターにおける講座等を通じた保護者への啓発

•公民館における講座等を通じた保護者への啓発

•児童ホーム・子育て支援センターでの「子ども読書の日」等にちなんだ普及啓発の推

進

•「子ども読書の日」等における啓発

施策４ 普及啓発活動の推進


